
令和７年度福岡県動物取扱責任者研修

動物愛護管理法について
～動物取扱業登録後の各種届出について～
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○本日の内容

１．これまでのおさらい
①ケージ等の大きさ
②必要な記録等

２．登録後に必要となる届出 ←本日の主題

３．その他関係法令の遵守
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１．これまでのおさらい

①ケージ等の大きさ（犬猫）

②必要な記録等
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体高・体長の定義

体長：胸骨端から坐骨端までの長さ

体高：地面からキ甲部までの垂直距離

体長

体
高

①ケージ等の大きさ
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【運動スペース分離型】

●寝床や休息場所として用いる最低限の大きさのケージ

●運動スペースが別途必要（一体型ケージと同様の広さ）

①ケージ等の大きさ

犬・猫の飼養設備は、どちらかの基準を必ず満たすこと！

運動スペース分離型or運動スペース一体型

【運動スペース一体型】

●寝床、休息場所、運動スペースを含む飼養設備（おり、ケージ等）
※傷病動物を飼養保管する場合又は動物を一時的に保管する場合等の特別な事情が    
ある場合は除く。
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タテ ヨコ 高さ

体長の
２倍以上

体長の
１．５倍以上 体高の３倍以上

棚を設け、２段以上の構造とする猫

分離型ケージの大きさ

犬 体高の２倍以上

運動スペース分離型

①ケージ等の大きさ

6



分離型ケージで
犬を１頭飼養する場合のイメージ

体長の２倍以上

体長の1.5倍
以上

体高の２倍以上

①ケージ等の大きさ
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体長の２倍以上

体長の１．５倍以上

体高の３倍以上

分離型ケージで
猫を１頭飼養する場合のイメージ

※棚を設け、２段以上の構造とする。

①ケージ等の大きさ
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猫 体高の４倍以上
２つ以上の棚を設け、３段以上の構造とする

床面積 高さ

分離型ケージサイズの
６倍以上

※複数飼養の場合、３倍以上×頭数分

分離型ケージサイズの
２倍以上

一体型ケージの大きさ

犬 体高の２倍以上

運動スペース一体型

①ケージ等の大きさ
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一体型ケージで
猫を１頭飼養する場合のイメージ

※棚を設け、３段以上の構造とする。

複数飼養の場合：分離型ケージ面積×飼養頭数

分離型ケージ床面積
の２倍以上

①ケージ等の大きさ
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体高の４倍以上



【運動スペース分離型】

●複数飼養する場合、各個体の上記の広さの合計面積と

   最も体高が高い個体に対する上記の高さを確保。

●別に運動スペースが常時利用可能で必要。

【運動スペース一体型】

●複数飼養する場合、同時に飼養する個体のうち

最も体長が長い個体を基準として面積を確保。

●繁殖時は、親子当たり上記１頭分の面積を確保。

   （親子以外の個体の同居は不可）

①ケージ等の大きさ
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一体型ケージで
犬を複数飼養する場合のイメージ

分離型ケージ床面積
の６倍以上（２頭まで）

３頭目からは１頭毎に
＋分離型の３倍ずつ

①ケージ等の大きさ
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ワーク①
•次の大きさの柴犬１頭を分離型ケージで飼養する場合、

最低限必要なケージの大きさはいくつでしょうか。

体長 40cm

体高 35cm

タテ： cm

ヨコ： cm

高さ： cm

ヒント：犬の分離型ケージの大きさは
タテ 体長の2倍以上
ヨコ 体長の1.5倍以上
高さ 体高の2倍以上

80

60

70
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●今後の省令改正により、犬猫以外の動物についてもケージ等の

基準が定められます。

犬猫以外の哺乳類→R8年度改正予定

爬虫類→R8年度以降検討

●環境省ホームページにて、最新情報をチェック！！

https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/2_data/tekisei.html

①ケージ等の大きさ

犬猫以外の動物を取り扱う方へ
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記録台帳の作成と保管

販売 保管 貸出し 訓練 展示
譲り

あっせん

譲受
飼養

動物に関する帳簿の備え付け 〇 〇 〇 〇

飼養施設及び動物の点検状況
記録台帳

〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

繁殖実施状況記録台帳
（繁殖を行っている場合のみ）

〇 〇 〇

取引状況記録台帳 （〇） 〇 （〇） 〇 （〇） 〇 （〇）

必要な記録書類一覧

②必要な記録等

※詳細はこれまでの研修会で説明
記入例や参考様式を確認してください
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２．登録後に必要となる届出

① 毎年必要な届出（販売・貸出し・展示・譲受飼養）

② よくある届出

③ その他の届出

16



①毎年必要な届出

※動物販売業者等とは⇒販売・貸出・展示・譲受飼養の４業種

①動物販売業者等
※
定期報告届出書

●次年度（令和８年度）の届出
内容：令和７年４月１日から令和８年３月３１日までの取り扱い状況

提出期間：令和８年４月１日から５月３０日まで

前年度の動物の取り扱い状況について、
  毎年度４月１日から５月３０日の間に提出

                             年度とは⇒４月１日から翌年３月３１日までの期間
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①毎年必要な届出

A

B

C

別冊資料P.1～3
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①毎年必要な届出

届出時は
A＋B-C-D＝E

となっていることを確認する

D

E

別冊資料P.1～3
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ワーク②
•次のような取り扱い状況だったと仮定して、届出書に記入してみましょう！

猫

年度当初（R7.4.1） １０頭

生まれた ５月 ２頭

仕入れた ７月 １頭

販売した ８月 ２頭

繁殖引退 １２月 １頭

死亡 ２月 １頭

年度末（R8.3.31） ９頭

A

D

E

B

C
最後の確認：
A＋B－C－D＝E
になりましたか？

別冊資料P.5～6
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●第一種動物取扱業変更届出書
登録の際に申請した内容に変更が生じた場合に提出 【事後届３０日以内】
〈具体例〉
ア 動物取扱責任者を変更した場合
イ 飼養施設を変更した場合、取扱う動物の種類・頭数を増やした場合
ウ 申請者の氏名・住所等に変更があった場合※名義変更ではない
エ 事業所の名称を変更した場合
など
必要に応じて、第一種動物取扱業登録証再交付申請書を提出できます。

②よくある届出

●廃業等届出書
業をやめた際に提出【事後届 ３０日以内】
有効期間内の登録証がある場合は添付すること。
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②よくある届出

〈よくある例〉

ア 動物取扱責任者を変更した場合
必要な添付書類
①実務経験証明書（又は飼養経験に係る証明書）
                                    ＋
②資格を証する書類（又は所定の学校等の卒業を証する書類）
※①＋②は獣医師免許又は愛玩動物看護師免許でも可

                                    ＋
③動物愛護管理法第１２条第１項第１号から第７号の２までに
  該当しないことを示す書類

第一種動物取扱業変更届出書
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②よくある届出

〈よくある例〉

イ 飼養施設を変更した場合、取扱う動物の種類・頭数を増やした場合
必要な添付書類 ※②③は変更内容に合わせて適宜
①飼養施設の平面図
                ＋
②ケージ等の立面図・平面図

                ＋
③ケージ等の材質、構造、転倒防止措置に関する書類

【注意】
施設に関する変更届が必要かどうかは、変更の内容やその程度によります。
変更をしようとする場合、又は、した場合には必ず保健所に相談してください。
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②よくある届出
〈よくある例〉

ウ 申請者の氏名・住所等に変更があった場合
 必要な添付書類

A 個人の場合
動物取扱責任者の氏名も変わる場合には、運転免許証や戸籍抄本等で
確認することがあります。

B 法人の場合
①登記簿（履歴事項全部証明書）
          ＋
②役員の氏名及び住所
          ＋
③動物愛護管理法第12条第１項第１号から第７号の２までに該当しない
ことを示す書類

※②③は役員の変更があった場合

エ 事業所の名称を変更した場合
 必要な添付書類

特になし 24



②よくある届出

別冊資料P.9～10
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②よくある届出

別冊資料P.11
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①業務内容・実施方法変更届出書
 業務の内容及び実施の方法（繁殖を行うかどうかの別を含む。）を変更する際

に提出 【事前届】

②飼養施設設置届出書
飼養施設を設置しようとする場合に提出 【事前届】

③犬猫等販売業開始届出書
 販売業のうち、犬猫を扱っていない事業者が新たに犬猫等を扱う場合に提出

【事前届】

④犬猫等販売業廃止届出書
 犬猫等販売業をやめた際に提出※業そのものは継続【事後届 ３０日以内】

③その他の届出
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③その他の届出

別冊資料P.12
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③その他の届出

別冊資料P.13～14
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③その他の届出

別冊資料P.15
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③その他の届出

別冊資料P.16
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●定期報告書は毎年４月１日から５月３０日までの間に提出しましょう。 

●各種届出は適切なタイミングで提出しましょう。

●提出書類は、ボールペン等で記載してください。
 

●届出書や申請書は控えを取りましょう。

届出に係る注意事項
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３．その他関係法令の遵守
【狂犬病予防法】

●第４条第1項

犬の所有者は、その犬の所在地を管轄する市町村長に犬の登録をしなければ
ならない。

●第4条第3項

犬の所有者は、鑑札※をその犬に着けておかなければならない。

※管轄の市町村によってはMCが鑑札とみなされる場合があります。

●第５条第１項

犬の所有者は、その犬について、狂犬病の予防注射を毎年１回受けさせなけ
ればならない。

●第５条第３項

犬の所有者は、注射済票をその犬に着けておかなければならない。 33



お客様への
ご説明も
お願いします！
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ご清聴ありがとうございました。
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